
１　はじめに　－中間答申の手交－

　平成26年７月３日㈭に、第27次消防審議会「地域防
災力の充実強化の在り方に関する中間答申」が、同審
議会の室﨑益輝会長から大石利雄消防庁長官に対し手
交されました。

　本記事では、この中間答申に至る経緯や内容等につ
いて御紹介します。
　なお、中間答申の全文については、消防庁ホームペー
ジ（http://www.fdma.go.jp/neuter/about/toshin/
h26/260703_chiiki_bousairyoku_jujitsu_kyoka_no_
arikata.pdf）にも掲載されております。

２　中間答申に至る経緯及び中間答申の位置付け

　第27次消防審議会においては、昨年の臨時国会で議
員立法により「消防団を中核とした地域防災力の充実
強化に関する法律（平成25年法律第110号。以下「消
防団等充実強化法」という。）が成立したことを受け、
同法を踏まえた消防団の強化及び地域防災力の強化の
進め方について調査審議をいただくため、平成26年２
月13日に、「消防団を中核とした地域防災力の充実強
化の在り方」について、消防庁長官から諮問がなされ
ました。この諮問を受け、同審議会においては、３回
の議論が行われたところです（各回の会議の開催状況
については、「消防の動き」掲載のそれぞれの記事（第
１回：本年３月号、第２回：本年５月号、第３回：本
臨時増刊号）を御参照ください。）。
　同審議会においては、地域防災力の充実強化の在り
方に関し、幅広い議論が行われたところですが、消防
団への加入の促進を始めとする消防団の基盤の強化の
うち取組が特に急がれる事項を中心として、一定の結
論が得られた内容について、今回中間答申として取り
まとめられたものです。

第27次消防審議会
「地域防災力の充実強化の在り方に関する中間答申」

総務課
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３　中間答申の構成

　中間答申は、中間答申の位置付けや議論の経過等を
記載した「はじめに」、消防団や自主防災組織等の現
状について記載した「第１　地域防災力を取り巻く現
状」の後、「第２　消防団等の充実強化のために早急
に取り組むべき事項」において、具体的な提言事項を
記載する、という全体構成となっています。

　このうち、第２については、消防団等充実強化法の
成立を踏まえ、消防団を中核とした地域防災力の充実
強化に総合的・計画的に取り組むべきであるという総
論的な事項について述べた上で、消防団等充実強化法
を踏まえた消防団の強化の取組の四本柱に沿う形で、
具体的な提言事項が記載されています。
　まず、１から４までにおいて、消防団への加入の促
進に関し、①被用者、②若者並びに③女性及びシニア
それぞれの加入促進策と、そのための地域における消
防団活動に対する理解の促進について、記載されてい
ます。その後、消防団員の処遇の改善等、消防団の装
備の改善、消防団員の教育訓練の改善という他の三本
の柱について、それぞれ５から７までに記載されてい
ます。そして、最後の８で、地域防災力の充実強化に
関する国民運動について記載されています。

４　中間答申における主な提言事項

⑴　被用者の消防団への加入の促進
　平成25年４月１日現在で71.9％と大きな割合を占め
ている被用者については、消防団への加入の促進に当
たり特に力を入れていく必要があるとの観点から、①
その前提となる事業者の消防団活動に対する理解の促
進、②勤務地における被用者の消防団への加入の促進
等及び③公務員等の消防団への加入の促進に関し、次
の事項等について提言されています。
・消防団協力事業所表示制度の未導入市町村（1,720団
体中約670）に対する制度導入の徹底
・長野県及び静岡県で導入されている消防団協力事業
所に対する税制優遇措置の全国への普及と国の支援
策の検討
・消防団協力事業所等に対する地方公共団体の入札に
おける優遇制度の全国への普及
・在勤者の入団を認めていない市町村において入団を
認めるよう改めて全国に徹底
・自衛消防組織の要員等に対する消防団への加入の働
きかけ
・消防団等充実強化法における特例措置の創設を踏ま
えた公務員等の消防団への加入の促進

⑵　地域における消防団活動に対する理解の促進
　消防団の加入の促進に当たっては事業者の理解に加
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え、広く地域における消防団活動に対する理解の促進
が重要との観点から、①広報啓発活動の充実及び②地
域ぐるみでの消防団員に対する支援に関し、次の事項
等について提言されています。
・消防団への入団を検討している者がウェブ上で居住
地や勤務地の消防団に関する情報を容易に検索できる
システムの構築といった新たな広報啓発手法の活用
・消防団員に対し身分証ともなるカードを発行し、店
舗等での提示により、消防団員が優遇を受けられる
仕組みの展開

⑶　若者の消防団への加入の促進等
　長期的に消防団員を確保していくためには若い人材
の確保が重要であるとの観点から、①大学生等の消防
団への加入の促進、②消防団で活動した大学生等の卒
業後の消防団活動の継続への配慮及び③少年消防クラ
ブ等の活動の活性化等を通じた子供の頃からの消防団
活動に対する理解の促進に関し、次の事項等について
提言されています。
・通学先の市町村でも入団を可能とするよう市町村に
対し働きかけ
・消防団活動のための修学上の配慮、消防団活動の積
極的評価、大学キャンパス内における学生消防（分）
団の設置等についての大学等に対する働きかけ
・消防団に所属する大学生等への就職活動用の推薦状
の発出の市町村への働きかけ、経済界に対する取組
の周知

⑷　女性及びシニア世代の消防団への加入の促進等
　少子高齢化の進展や被用者の増加の中で都市近郊地
域等において日中地域にいる割合の高い女性やシニア
世代の役割が更に重要となるとの観点から、①女性の
消防団への加入の促進及び②シニア世代の消防団への
加入の促進に関し、次の事項等について提言されてい
ます。
・女性のいない消防団（全体の約40％）おける女性の
入団の更なる促進
・定年制を設けている市町村における定年年齢の引上
げ等
・退職消防職団員による大規模災害発生時限定の機能
別分団の創設等の推進

⑸　消防団員の処遇の改善等
　消防団は大規模災害に地域で即時に対応し、厳しい

状況の中で長時間にわたり災害対応に当たることとな
ることを踏まえ、消防団の活動の実態に応じた適切な
報酬等の支給の地方公共団体への引き続きの働きかけ
（特に支給額の低い市町村に対する地方交付税措置額
の水準を踏まえた引上げの要請）や、大規模災害時に
おいて消防団活動が長期にわたった場合においても消
防団員が活動に専念できる環境の充実について、提言
されています。

⑹　消防団の装備の改善
　「消防団の装備の基準」の一部改正及び消防団の装
備に関する地方交付税の大幅増額という機会を捉えて
消防団の装備の改善が集中的・計画的に進むよう、き
め細かな働きかけを行うべきであること等について、
提言されています。

⑺　消防団の教育訓練の改善
　「消防団の教育訓練の基準」の一部改正により新設
された指揮幹部科の課程をできる限り多くの者に受講
してもらえる環境づくりや、ＮＢＣテロ・災害も見据
えた教育訓練等について、提言されています。

⑻　地域防災力の充実強化に関する国民運動の展開
　日本消防協会が中心となって平成26年８月29日に開
催される予定の「消防団を中核とした地域防災力充実
強化大会」を契機として、国民の各界・各層の参画に
よる国民会議体を構築し、国民運動を展開するととも
に、ブロックごとの大会の開催を促進すること等につ
いて、提言されています。

５　中間答申を踏まえた消防庁の対応

　消防庁としては、今回の中間答申を、平成27年度予
算の概算要求を始めとして、地域防災力の充実強化に
関する施策に反映させていくこととしています。
　また、中間答申における提言事項のうち地方公共団
体における取組が必要なものについては、平成26年７
月14日付けで消防庁長官から各都道府県知事及び各指
定都市市長宛て通知を発出したところです（通知の内
容については本臨時増刊号「第27次消防審議会中間答
申を踏まえた消防団の更なる充実強化について」を御
参照ください。）。
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　平成２６年２月１３日付けで諮問のあった「消防団
を中核とした地域防災力の充実強化の在り方」につい
て、別紙のとおり中間答申する。

平成２６年７月３日

消防審議会会長　室　﨑　益　輝

消防庁長官　大　石　利　雄　殿

（別紙）

消防団を中核とした地域防災力の充実強化の在り
方に関する中間答申
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はじめに
　昨年平成２５年は、消防団１２０年、自治体消防
６５周年という、我が国の消防にとって節目となる年
であった。この節目の年に成立した正に消防団等に
とっての画期となる法律が、「消防団を中核とした地
域防災力の充実強化に関する法律」（平成２５年法律
第１１０号。以下「消防団等充実強化法」という。）で
ある。消防団等充実強化法の成立を受け、消防庁では

平成２５年１２月２４日に「消防団充実強化対策本部」
を立ち上げ、消防団の充実強化を強力に推進する体制
がとられており、消防庁や各地方公共団体において、
消防団の充実強化を始めとする地域防災力の充実強化
のための取組が進められているところである。

　第２７次消防審議会は、平成２６年１月に発足し、
同年２月１３日に、消防庁長官から、「消防団を中核
とした地域防災力の充実強化の在り方」について諮問
を受け、消防団等充実強化法の成立を踏まえた消防団
の強化の在り方及び地域防災力の強化の進め方につい
て、これまで３回の調査審議を行ってきた。　調査審
議においては、消防団の強化の在り方に関する議論の
ほか、社会経済情勢の変化を踏まえた今後の消防団の
在り方、消防団と常備消防や自主防災組織等の他の主
体との連携・役割分担を始めとする総合的な地域にお
ける防災体制の強化の必要性等、幅広い議論を行って
いるところである。
　その中で、当審議会としては、消防団への加入の促
進を始めとする消防団の基盤の強化のうち取組が特に
急がれる事項を中心として、一定の結論が得られた内
容を中間答申として取りまとめることとした。

　その結果として、ここに中間答申を行うものであり、
当審議会としては、最終答申に向け、調査審議を続け
ていく所存である。

第１　地域防災力を取り巻く現状

　「地域防災力」とは、消防団等充実強化法において、
「住民一人一人が自ら行う防災活動、自主防災組織（中
略）、消防団、水防団その他の地域における多様な主
体が行う防災活動並びに地方公共団体、国及びその他
の公共機関が行う防災活動の適切な役割分担及び相互
の連携協力によって確保される地域における総合的な
防災の体制及びその能力をいう」と定義されている
（第２条）。

　消防団等充実強化法において、地域防災力の中核を
担うのが消防団であるとされており、「要員動員力、
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即時対応力、地域密着性」を有する消防団が地域の安
心・安全を確保するために果たす役割は極めて大きい
ものである。一方、社会経済情勢の変化を受け、消防
団員の数は、平成２年には１００万人を割り、平成
２６年４月１日現在、８６４，６３３人（速報値）と、
年々減少を続けている状況にあるが、対前年減少幅
（△４，２３９人）は平成２５年（△５，３２１人）に比
べ小さくなっている。
　また、特に南海トラフ地震や首都直下地震を始めと
した大規模災害に対応するためには、地域防災力の充
実強化は、公助だけでなく、自助・共助とのバランス
を取りつつ総合的に進めていくことが必要である。こ
の点で、自主防災組織・女性防火クラブ・少年消防ク
ラブといった地域の自主防災活動を担う組織の役割も
重要である。自主防災組織は、平成２５年４月１日現
在、約１５万３，６００の組織が設置されており、そ
の数は増加傾向にある。一方、女性防火クラブは、平
成２５年４月１日現在、９，５５４クラブ（構成員約
１４３万人）、少年消防クラブは、同年５月１日現在、
４，５８７クラブ（構成員約４２万人）設置されてい
るが、その数は減少傾向にある。
　消防団等充実強化法第３条の基本理念にもうたわれ
ているように、消防団を中核としつつ防災に関する多
様な主体が適切に役割分担をしながら相互に連携協力
する体制を構築していくことが重要であり、このこと
は安心・安全な社会を確保するための土台となるもの
である。

第２　消防団等の充実強化のために早急に取り組むべ
き事項

　消防団等充実強化法の成立を踏まえ、国及び各地方
公共団体その他の関係主体は、消防団への加入の促進、
消防団員の処遇の改善、消防団の装備の改善及び消防
団員の教育訓練の改善により消防団の強化を図るとと
もに、地域における防災体制の強化を図ることにより、
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に総合的・
計画的に取り組むべきである。

１　被用者の消防団への加入の促進
　消防団員全体に占める被用者団員の割合は、平成
２５年４月１日現在で７１．９％となっており、大き
な割合を占めている。人口当たりの消防団員数が少な
い傾向にある都市部を中心に、被用者の割合の増加が
今後も進展することが見込まれることを踏まえ、被用
者の消防団への加入の促進に特に力を入れていくこと

が必要である。
⑴　事業者の消防団活動に対する理解の促進
　被用者の消防団への加入の促進に当たっては、消防
団員が被用者として所属する事業者の理解が不可欠で
あることから、消防団活動に協力する事業所等に表示
証を交付してその貢献を社会的に評価することにより
消防団と事業所等との連携協力体制を一層強化するこ
とを目的として、「消防団協力事業所表示制度」が平
成１８年度から設けられている。同制度は、平成２６
年４月１日現在で１，０４６（約６１％）の市町村が
既に導入しているが、全市町村において導入される必
要があり、未だに同制度を導入していない約６７０の
市町村に対し、速やかに同制度を導入するよう徹底す
べきである。
　また、消防団協力事業所の増加のためには、消防団
協力事業所に対して効果的なメリットを用意すること
が必要である。このため、長野県及び静岡県において
一定の要件を満たす消防団協力事業所に対し事業税額
の２分の１（限度額１０万円）を減税する措置が実施
されているが、国においては、当該措置を全国に普及
させるとともに、当該措置に係る財源措置等の支援策
の検討を行うべきである。また、入札において事業者
の消防団活動への協力を積極的に評価する地方公共団
体の取組についても、一層の普及を図るべきである。
あわせて、消防団協力事業所となった事業所等を消防
団に関する広報の中で紹介する等の取組も有効である
と考えられる。
⑵　勤務地における被用者の消防団への加入の促進等
　被用者については、特に都市部においては居住地と
勤務地が大きく離れている場合が多いことを踏まえ、
相当の時間を過ごす勤務地における加入の促進を図る
必要がある。このため、現在条例上又は運用上在勤者
の入団を認めていない市町村に対し、早急にその入団
を認めるよう働きかけを行うべきである。
　また、事業者が設置する自衛消防組織が既に７，
１２２件（平成２５年３月３１日現在）の防災管理対
象物において設置される状況となっていることを踏ま
え、自衛消防組織の要員の経験を有する被用者に対し、
勤務地における機能別団員（特定の活動・役割のみに
参加する消防団員）として加入を促進するとともに、
自衛消防組織や水防団等の防災に関する組織の構成員
により、大規模災害時等にその本来業務に支障が生じ
ない範囲で活動する機能別分団を組織することを推進
すべきである。
⑶　公務員等の消防団への加入の促進
　公務員等の消防団への加入の促進については、現在
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特に地方公務員や日本郵政グループ職員について加入
促進を図ってきているところである。
　そのような中で、公務員については、消防団等充実
強化法において、消防団員との兼職に関する特例が設
けられ（第１０条）、特に消防団への加入の促進のた
めに具体的な法制上の手当がなされたところである。
　このような消防団等充実強化法の趣旨を踏まえ、国
及び地方公共団体において、大規模災害時の職員の参
集体制の確保等にも配慮しつつ、公務員の消防団への
加入の促進を図ることが必要である。
　また、特に地方公務員や日本郵政グループ職員につ
いては、引き続き加入促進に努力すべきである。

２　地域における消防団活動に対する理解の促進
　消防団への加入の促進に当たっては、事業者の理解
に加え、広く地域における消防団活動に対する理解を
促進することが重要となる。
⑴　広報啓発活動の充実
　地域における消防団活動に対する理解の促進に関
し、まずは、「消防団が将来にわたり地域防災力の中
核として欠くことのできない代替性のない存在であ
る」（消防団等充実強化法第８条）という認識に立っ
て消防団等充実強化法が制定された趣旨も踏まえ、消
防団活動の重要性に対する理解を促進することが必要
である。
　このため、スマートフォンのアプリケーションの活
用、消防団への入団を検討している者がウェブ上で居
住地や勤務地の消防団に関する情報を容易に検索でき
るシステムの構築といった新たな手法の活用や、消防
関係団体が情報誌（紙）等により行う広報啓発活動の
支援等、幅広い国民に向けた広報啓発活動の更なる充
実が必要である。
　また、消防団協力事業所の増加に加え、地域におけ
る防災活動の担い手づくりのための教育訓練において
消防団員が指導的な役割を担うことや、平素から消防
団員一人一人が消防団の広報を担っているという意識
で臨むなど、住民一人一人が日々の生活の中で消防団
に身近に触れる機会を増やすことが重要である。
⑵　地域ぐるみでの消防団員に対する支援
　消防団への加入の促進に当たっては、消防団員及び
その家族に、消防団活動が地域全体から応援・感謝さ
れているということが感じられ、誇りを持ってもらえ
るようにすることが重要であり、中でも消防団活動を
行うことに対する具体的なメリットを感じてもらえる
ような取組が有効である。
　このため、事業所の協力を得て消防団員に対する優

遇措置等を講じる「消防団応援の店」の取組を実施し
ている地方公共団体の事例も参考としつつ、例えば消
防団員に対して全国的に通用するカード（身分証とし
ての役割を持たせることも検討）を発行し、店舗等で
の提示により消防団員が優遇を受けられるといった仕
組みの展開を図るべきである。

３　若者の消防団への加入の促進等
　長期的に消防団員を確保していくためには若い人材
の確保が重要であり、大学生等の加入の促進のほか、
少年消防クラブ等の活動の活性化を通じた将来の消防
団員となる高等学校以下の児童及び生徒の消防団活動
に対する理解の促進について、教育関係者の協力も得
た取組が重要である。
⑴　大学生等の消防団への加入の促進
　大学生等の消防団への加入を促進する前提として、
特に都市部を念頭に、消防団員の任命資格として、居
住及び勤務に加え、通学も認めるべきである。
　大学生等が消防団活動に参画することは、消防団の
組織の活性化、次世代の担い手育成といった消防団側
の意義は当然であるが、入団する大学生等の側にとっ
ても、①地域社会の一員として地域の安全に貢献して
いるという誇りを感じることができる、②応急手当の
技術、消火用器具・救助用器具の使用方法等、卒業後
に社会生活を送る上で役に立つ知識・技術を身につけ
ることができる、③体力づくり・仲間づくりにもつな
がる、といった様々な意義を有するものである。そこ
で、このような消防団活動の意義について、改めて周
知を図るべきである。
　また、大学等に対しては、①消防団活動に参加する
学生等に対する補講・追試の実施やレポートの活用に
よる学修評価等、消防団活動のための修学上の配慮、
②地域づくり活動やボランティア活動等と同様に、消
防団活動を実習・演習等の授業の一環として位置付け、
単位を付与する等、消防団活動の積極的評価、③大学
のキャンパス内における学生消防（分）団の設置等に
ついて、文部科学省及び大学関係団体の協力を得て先
進事例を周知するなど、大学等の自主性に配慮しつつ、
より具体的な働きかけを行うべきである。
　さらに、大学生等の加入の促進に当たっては、特に
就職を想定したインセンティヴの付与が効果的であ
る。このため、市町村に対し、消防団に所属する大学
生等へ就職活動用の推薦状等を発出するよう働きかけ
を行うとともに、経済界に対し、こうした取組を周知
することにより、就職活動において消防団活動が積極
的に評価されるように働きかけを行うべきである。
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⑵　消防団で活動した大学生等の卒業後の消防団活動
の継続への配慮

　大学生等は消防団に加入しても卒業後就職等で転出
する場合が少なくないが、転出した地域において改め
て消防団に加入し、消防団活動を継続してもらいやす
くするという観点から、大学生等の時期に加入してい
た消防団とは別の消防団に改めて加入した場合には当
該消防団において大学生等の時期の活動経歴を考慮す
るなど、大学生等の時期の消防団活動の経験がその後
の消防団活動につながるような配慮を行うべきである。
⑶　少年消防クラブ等の活動の活性化等を通じた子供
の頃からの消防団活動に対する理解の促進
　子供の頃から地域防災に関する意識付けを行い、将
来の消防団員を育てる基盤的活動として、少年消防ク
ラブ及び幼年消防クラブの活動の活性化等を通じ、高
等学校以下の児童及び生徒の消防団活動に対する理解
を促進することが重要である。
　このため、学校関係者の協力がより得られるように
必要な働きかけを行うとともに、①消防団員による学
校への出前講座の実施や学校が実施する防災行事への
協力等を通じた消防団に対する理解の促進、②消防団
による少年消防クラブの教育訓練における指導等の協
力活動に対する支援、③少年消防クラブの全国的交流
行事等を通じた意識の啓発等の取組を進めるべきであ
る。また、①高等学校における消防団との交流活動や
消防クラブの設置、②義勇消防と青少年消防組織との
密接な連携が義勇消防隊員の確保につながっている海
外の事例も参考として、消防団との共同活動等少年消
防クラブの活動において消防団の活動を身近に感じる
機会を設定すること等により、少年消防クラブ員等か
ら進学や就職を機に消防団員へ自然に進んでいくとい
う気運を醸成すべきである。

４　女性及びシニア世代の消防団への加入の促進等
　少子高齢化の進展や、被用者の増加の中で、特に都
市近郊の地域等においては、日中に地域にいる割合の
高い女性やシニア世代に、自主防災組織、女性防火ク
ラブ等による地域における防災活動にとどまらず、消
防団活動をも担ってもらうことが今後更に重要となる。
　このため、女性及びシニア世代の消防団への加入の
促進等について、各地域の実情を十分に踏まえつつ、
積極的に取り組む必要がある。
⑴ 女性の消防団への加入の促進
　女性消防団員については、平成２５年４月１日現在
で２０，７８５人となっており、消防団員総数が減少
する中でも年々増加しているが、消防団員全体に占め

る割合は２．４％、女性消防団員が所属している消防
団の割合は５９．４％にとどまっている。一方で、応
急手当・火災予防の普及啓発から消火活動まで、女性
消防団員の活動の幅は広がってきており、女性消防団
員が地域の安心・安全の確保のために果たす役割は
益々高まっている。
　このため、未だに女性消防団員が所属していない消
防団においては女性消防団員の入団について真剣に取
り組むよう徹底するとともに、女性団員がより幅広い
分野で消防団員として活躍できるようにするための方
策を整理し、周知することや、常備消防と連携した加
入促進活動の実施など、更に積極的な女性の消防団へ
の加入の促進の取組が必要である。
⑵ シニア世代の消防団への加入の促進等
　シニア世代については、今後の一層の高齢化の進展
を踏まえ、６５歳以上でも十分活動できる人が消防団
員として活躍できるようにする必要がある。このため、
定年制を設けている市町村における定年年齢の引上げ
等を進めるほか、シニア世代が活躍しやすい活動領域
について整理する等の取組を進めるべきである。
　また、退職消防職団員がそれまでの経験で培った消
防防災に関する技術・能力は、地域防災力の向上のた
めの貴重な資産である。そこで、自主防災組織のリー
ダー・構成員、少年消防クラブの指導者等としての活
動のほか、退職消防職団員が大規模災害時等に限定し
て消防団員として活動する機能別分団（特定の活動・
役割を担う分団）を創設するなど、退職消防職団員が
地域における防災活動の担い手として活動しやすい環
境づくりを進めるべきである。

５　消防団員の処遇の改善等
　消防団員の処遇の改善については、消防団等充実強
化法の施行を踏まえ、消防団員等公務災害補償等責任
共済等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３４６
号）の一部改正により、平成２６年４月１日からの
退職報償金の全階級一律５万円引上げ及び最低額の
２０万円への引上げが行われている。また、消防団の
活動の実態に応じた適切な報酬等の支給に係る地方公
共団体への働きかけの結果、平成２５年４月１日現在
で２７団体あった無報酬団体が平成２６年４月１日現
在では１３団体に減少し、平成２７年度中には解消す
る見込みとなっている。このように、消防団員の処遇
については一定の改善が図られているところであり、
「消防団応援の店」のような地域における支援も広がり
つつあるが、一方で、多くの市町村において、地方交
付税単価（年間報酬３６，５００円、１回当たり出動手
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当７，０００円）よりも実際の単価が低い状況にある。
　このため、消防団は大規模災害時に地域で即時に対
応し、厳しい状況の中で長時間にわたり災害対応に当
たることとなることを踏まえ、引き続き、消防団の活
動の実態に応じた適切な報酬等の支給を地方公共団体
に働きかけ、特に支給額の低い市町村に対しては、地
方交付税措置額を踏まえた水準となるよう、引上げを
強く要請していく必要がある。
　また、金銭的な処遇の改善に併せて、消防団拠点施
設の整備・機能強化、エアーテントや寝袋の整備等に
より、大規模災害時において消防団活動が長期にわ
たった場合においても消防団員が活動に専念できる環
境の充実も必要である。

６　消防団の装備の改善
　消防団の装備の改善については、消防団等充実強化
法の施行を踏まえ、平成２６年２月７日に「消防団の
装備の基準」（昭和６３年消防庁告示第３号）の一部
改正が行われ、①消防団員の安全確保のための装備
（安全靴、ライフジャケット等）の充実、②双方向の
情報伝達が可能な情報通信機器（トランシーバー等）
の充実及び③救助活動用資機材（チェーンソー、油圧
ジャッキ、投光器等）の充実が図られたところである。
また、消防団の装備に関する地方交付税措置が、標準
団体当たり約１，０００万円から約１，６００万円に大
幅増額されたところである。
　この基準の改正及び地方交付税措置の大幅増額を受
け、地方公共団体において消防団の装備の改善に向け
た取組が進められつつあるが、各地方公共団体におい
ては、このような機会を捉えて一層の消防団の装備の
改善が集中的・計画的に進むよう、地方交付税措置額
の水準を踏まえた適切な予算措置を講じるべきであ
り、国としてもきめ細かな働きかけを行っていくべき
である。
　また、情報通信機器については、同基準において全
国的に配備するものとされているトランシーバー等の
機器に加え、地域の実情に応じて配備するものとされ
ている、タブレット端末やスマートフォン等の双方向
通信のための機器、デジタルカメラ、ビデオカメラそ
の他の情報の収集及び伝達のために用いる機器も、災
害現場の情報を収集し、迅速に災害対策本部や他機関
等との共有を図るために重要であり、その充実を図っ
ていくべきである。

７　消防団員の教育訓練の改善
　消防団員の教育訓練の改善については、消防団等充

実強化法の施行を踏まえ、大規模災害への対応という
観点から消防団の現場指揮者の担う役割の重要性が増
してきたことに鑑み、現場指揮者に対する安全管理や
救助活動等に係る教育訓練の充実を図るため、平成
２６年３月２８日に「消防学校の教育訓練の基準」（平
成１５年消防庁告示第３号）の一部改正が行われ、消
防団員に対する幹部教育のうち中級幹部科を抜本的に
見直し、指揮幹部科として拡充強化されたところであ
る。
　この改正を受けた各消防学校における教育訓練の改
善を円滑に進めるため、指揮幹部科の教科目の一部の
受講を代替する個別学習用の教材の配布を進めるほ
か、退職消防職員の活用等を通じた指導者の確保等に
より、できる限り多くの現場指揮者となる者に指揮幹
部科の課程を受講してもらえるような環境づくりに取
り組む必要がある。また、常備消防と連携した教育訓
練の実施等、消防学校以外の場における教育訓練の充
実も図る必要がある。
　さらに、ＮＢＣテロ・災害に関しても消防団員が基
本的な知識を持ち、避難誘導等を適切に行う必要があ
り、それらを想定した訓練に消防団が指導的な役割を
果たして国民の参加を促すという観点が重要である
ことから、ＮＢＣテロ・災害に係る教育訓練につい
て、「「消防学校の教育訓練の基準」の教育指標」（平
成１５年１１月１９日付け消防消第２２０号）への追
加や指揮幹部科の現場指揮課程の新規教育訓練内容に
関する教材の作成等に、取り組む必要がある。

８　地域防災力の充実強化に関する国民運動の展開
　地域防災力の充実強化については、各界各層の幅広
い理解が必要であることから、各界の中心で活躍され
ている方が発起人となり、日本消防協会が中心となっ
て平成２６年８月２９日に開催される「消防団を中核
とした地域防災力充実強化大会」を契機として、これ
を国民運動につなげていく必要がある。
　このため、同大会の推進体制を活かし、国民会議体
を構築して国民運動を継続的に推進するとともに、国
民運動が全国各地において展開されるよう、各地域に
おける同様の大会の開催等により各地域において地域
防災力の充実強化の重要性についての理解を促進する
ことが重要である。また、消防団等充実強化法の趣旨
を徹底するための広報の実施、消防団の重要性の周知
等について、２⑴で述べた消防団への加入の促進の観
点からの広報啓発活動と併せ、幅広いＰＲ活動等の取
組を進めるべきである。

11－消防の動き 7月臨時増刊号　　　－


